
2018年第 3回定例会 (2018年 9月 14日) 

藤井克彦議員 (相模原市南区選出) 

代表質問と答弁 

＊一問一答形式に編集 

(文責：日本共産党神奈川県議団) 

 

 

 

藤井議員：日本共産党県議団を代表して、代表質問をおこないます。 

 はじめに、この９月、台風 21号と北海道胆振東部地震で亡くなられた方々にお悔やみを

申し上げ、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。それでは質問に入ります。 

【１】 県営住宅と中長期の県政運営 

（１）県営住宅について 

（ア）空き家が増えている原因と対策について 

藤井議員：第一の質問は、県営住宅と中長期の県政運営についてです。 

県営住宅については、まず、空き家が増えている原因と対策について、うかがいます。 

 

【資料１掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井議員：県営住宅は、2016年度の定期募集の応募倍率が 6.2倍、高齢者単身向けは 13.4

倍と、倍率の高い応募がある一方で、空き家が増えている状況があります。歴史的に見ると、

10 年前、2008 年度は空き家は 1,192 戸で、管理戸数４万５千戸余りに対して 2.6%でした



が、５年前の 2013年度は空き家 2,252戸で管理戸数の５（5.0）%になり、今年度 2018年

度は空き家 3,794戸と 4000戸に迫る多さで、管理戸数の 8.3%にもなっています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井議員：また、ある県営団地の車いす単身者向け住宅に応募して当選した人が、入居前に

現地を見に行ったところ、「これでは生活できない！」と辞退したことがありましたが、こ

のように、当選したのに入居を辞退する割合が昨年度は４割を超えたことも問題であり、こ

のことも空き家が増える原因と関連があると考えられます。 

  空き家が増えた分、募集を増やすという意識が担当部門に希薄で、募集戸数を増やさなか

ったからなのか。 

 募集を増やすには空き部屋のリフォーム予算が必要だが、予算が足りなかったため、募集

を増やせなかったのか。 

  ４階５階に空きが多いがエレベーターがないので募集しても応募がないのか。 

  入居時に浴槽を持ち込み退去時には撤去しなければならないなど住宅のタイプが古いこ

とや老朽化が原因で、募集しても入居がなく、同じ部屋が長く空き家で埋まらない状況が広

がっているのか。 

 空き家が増え続けている原因をしっかり分析し対策を講じていくことが必要です。 

そこで、知事にうかがいます。空き家が増え続けている原因について、応募当選者の辞退

が増えていることも併せて、どう分析し対策をどのように講じていこうとしているのか、

うかがいます。 

 

【資料２掲示】 

 



黒岩知事：藤井議員のご質問に順次お答えします。県営住宅と中長期の県政運営について何

点かお尋ねがありました。 

まず県営住宅についてです。はじめに、空き家が増えている原因と対策についてです。こ

れまで空き家については、厳しい財政状況の中でも、一定の修繕費を確保し、入居者募集を

実施してきましたが、当選者の辞退率が上がってきています。これはアンケート調査により

ますと、ご自身の都合のほか県営住宅の老朽化などへの不満が主な原因であります。このよ

うなことが毎年積み重なって空き家が増加していると分析しています。このため、平成 29

年度から空き家修繕の予算を増額して募集戸数を増やすとともに、先着順で入居できる常

時募集などによって入居者の増加に努めています。空き家の解消に向けては抜本的な老朽

化対策が必要です。現在検討を進めている新しい計画の中で建て替えの在り方などについ

て整理し、県営住宅が今後も住宅セーフティネットの役割を果たせるよう取り組んでまい

ります。 

 

（イ）建替えと個別改善について 

藤井議員：次に、建替えと個別改善についてうかがいます。 

  現行の県営住宅ストック総合活用計画では、「建設後概ね 50 年経過している団地」とし

て 12 団地 2534 戸を「建て替えるべきもの」と位置づけていましたが、なかなか進んでい

ないという印象を受けています。 

  また、昭和 40 年代の耐火構造の建物、建設後 40 年以上経過した建物については建替え

とは位置づけられず、台所・トイレ・浴室など水回りの改善を「個別改善」としておこなう

べきものとされました。このやり方では、エレベーターがないという問題は残されることに

なります。 

そこで、知事にうかがいます。県営住宅ストック総合活用計画で位置づけた建替と個別

改善はどれくらい進んでいるのか、進捗状況をうかがうとともに、その状況をどう評価し

ているのか、今後どのように進めていくのか、うかがいます。 

 

黒岩知事：次に建て替えと個別改善についてです。まず建て替えについては計画に位置付け

た 2534 戸に対し、これまでの実績は 634 戸で約 25％の進捗です。また、個別改善につい

ては計画に位置付けた 16502 戸に対し、これまでの実績は 2100 戸で約 13％の進捗です。

現在までの事業進捗からすると、計画の達成は厳しい状況と考えており、民間活力の活用な

ど事業の推進方策について見直しを進めています。今後の事業の進め方や推進方策につい

ては、今年度中に策定を予定しています新しい県営住宅ストック総合活用計画の中で明ら

かにしてまいります。 

 

（ウ）財政面の裏付けのある年次計画について 

藤井議員：次に、財政面の裏付けのある年次計画について、うかがいます。 

 建替にせよ個別改善にせよ、実施には一定規模の予算が必要です。しかし現在の「県営住



宅ストック総合活用計画」においては、財政面の裏付けのある年次計画がありません。それ

で計画と言えるのか、と疑問に思います。 

そこで、知事にうかがいます。現在の「県営住宅ストック総合活用計画」に財政面の裏付

けのある年次計画がないのはなぜなのか、理由をうかがいます。 

 そして現在「県営住宅ストック総合活用計画」の見直しを検討していますが、今後の建替

えについては、財政面の裏付けのある年次計画を策定すべきと考えますが、見解をうかが

います。 

 

黒岩知事：次に、財政面の裏付けのある年次計画についてです。現在の計画は県営住宅の建

設後おおむね 50 年経過し建て替えの必要な団地の戸数などを位置付けたものであります。

また各年度の事業費については、その都度建て替えや修繕の箇所ごとの優先度、入居者の状

況などを見極めて必要な予算をしっかりと措置することにしています。現在検討を進めて

います新しい計画につきましては、計画事業量を予定通り進めることができるよう民間活

力を活用した事業手法を取り入れるなどして、より実効性の高い計画となるよう努めてま

いります。 

 

≪再質問≫ 

藤井議員：ご答弁を受けて再質問を 2 点、したいと思います。まず県営住宅について。計

画、建て替えなどが遅れているというご答弁でしたが、その遅れた原因として財政面の裏付

けのある年次計画を持たなかったこと、厳しく言えば、実質的には計画がなかったに等しい、

ということだと思います。なぜ財政面の裏付けのある年次計画を持たなかったのか、理由に

ついて答弁ではよくわかりませんでしたけれども、県民の財産であり、住宅セーフティネッ

トの中核である県営住宅を、適切に更新せずに実質的には放置するような形で県民利用に

支障を来してしまっていることについては、神奈川県政の責任は重大だと思います。 

 そこで再質問の一つは、これまでの県営住宅の建て替えなどの遅れについての責任を認

めて、そのことに正面から向き合い、今後の建て替えは、従来の延長ではなく数倍も促進す

る立場で県政の力を大きくここに投入して予算も職員体制も拡大して取り組むべきと考え

ます。民間活力の導入についてはいろいろ問題があるということもすでに言われておりま

すので、あらためて認識と見解を伺います。 

 

≪再質問への答弁≫ 

黒岩知事：それでは再質問にお答えいたします。まず、県営住宅の件でありますけれども、

これまで遅れを認めて出直せというようなお話でありました。しかし先ほども申し上げま

したように、ストック総合活用計画に限らずどの事業においても、厳しい財政状況の中で優

先度などを見極めることは極めて重要であります。県営住宅も箇所ごとの状況を見極めた

うえで、必要な予算はしっかりと措置はこれまでしてきましたし、これからもしっかりとし

ていきたい、そのように考えております。 



 

≪要望≫ 

藤井議員：県営住宅について、空き家の増え方や、当選者の入居辞退の多さは異常事態とも

いうべき深刻な状況です。空き家が増えている原因と対策、入居の募集の在り方、情報提供

の仕方など様々な角度からきめ細かく対策を講じて、県営住宅の県民利用を少しでも増や

して、空き家を減らしていくことが大切です。しかし根底に、建て替えの遅れがあることは

明白です。これから建て替えに正面から向き合わないといけません。個別改善では、バリア

フリーになりません。気になるのは、県営住宅ストック総合活用計画の見直し検討の中で、

これまで建て替えが遅れた分、これから建て替えが集中してしまうので、建て替えの考え方

を「建設後 50 年」でなく「建設後 70 年」にして建て替えを平準化する、という考え方が

出されていることです。その方向は空き家が増える状況をさらに深刻にし、県民の貴重な財

産である県営住宅を県民の利用に供さない、県民サービスをおろそかにすることになるの

であれば問題だと思います。これまで財政面の裏付けのある年次計画を持たなかったこと

を深く反省して、そのことがつくり出した空き家の深刻な状況を解決するために、県政の力、

予算づけも職員体制も、大きくここに投入して取り組むべきだと思います。 

 

（エ）入居の承継について 

藤井議員：次に、県営住宅の入居の承継についてうかがいます。 

  県営住宅の入居者が死亡し又は退去した場合に、同居していた親族が引き続き当該県営

住宅に居住を希望する入居の承継については、条例・規則等により、「配偶者」「60 歳以上

の高齢者」「心身障害者」「月額８万円以下の低額所得者」の４つのケースについて認めると

しています。 

 一方、60 歳未満で生活保護を利用している人については、認めていません。しかし、そ

の方々は、たとえば、障害者手帳こそ持っていないが、複数の重い病気を抱えて、複数の医

療機関に通わなければならず、仕事もままならないなど、深刻な事情を抱えており、だから

こそ 60歳未満で生活保護を利用しているのです。住宅扶助が引っ越し費用に充当されると

いっても、引っ越しや住環境が変わることによる身体的精神的負担は大きく、「このままこ

れまでの部屋に住ませてほしい」と切実な声が寄せられています。 

 県内の市営住宅のなかには、入居の承継の要件に、60 歳未満であっても生活保護利用者

を含めているものもあります。 

そこで、知事にうかがいます。県営住宅に同居していた親族で 60歳未満であっても生活

保護利用者については、入居の承継を認めるよう、対象を拡大すべきと考えますが、知事の

見解をうかがいます。 

 

黒岩知事：次に入居の承継についてです。県営住宅の入居は公募が原則ですが、入居名簿人

が死亡したり退去した場合には、例外として同居している配偶者等に名義を引き継ぐこと

ができます。現在、入居希望者との公平性の観点からどこまでを公募の例外とすべきか、



様々な意見がある中で検討を進めていますが、生活保護受給者の扱いも含めて検討してい

きます。 

 

（２）中長期の県政運営における県債管理政策について 

藤井議員：次に、中長期の県政運営における県債管理政策について、うかがいます。 

  県は、資金調達のための借り入れ、県債について、残高を減らし、その償還や利子の支払

い、公債費を減らすことを、県債管理目標として掲げています。 

  財政運営上、県債発行は節度を持って計画的におこなわれなければならないことは当然

です。 

【資料３掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、近年は、地方交付税交付金を国が自治体に全額交付せず、一部を、臨時財政対策債を

発行して自治体が借り入れて、その元金と利子の償還金を国が後で地方交付税として措置

する、という制度が導入され、いわば、国の政策によって自治体が借金を強いられる、とい

う状況が続いています。 

 この臨時財政対策債という仕組みは、「臨時」と言いながら、既に 18年間続いています。

このような臨時財政対策債は廃止し、全額を地方交付税交付金として交付することを国に

強く求めるものです。 

   

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県債年度末残高の推移をみると、臨時財政対策債が制度化される前の 2000年度は通常の県

債のみの２兆 1500 億円余りでしたが、2017 年度の最終予算では県債年度末残高総額３兆

5200 億円余りで、そのうち通常の県債は１兆 6600 億円余りと、臨時財政対策債の残高よ

り少なくなっています。2000 年度末と比べると、県債残高総額は増えているのに、通常の

県債残高は 77.0％、８割弱にと減少しています。 

【資料５掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料４掲示】 



そして一般会計における県債新規発行額でみると、通常の県債の新規発行額は、2000 年

度は 1400 億円余りで、2009 年度までは 1000 億円～1500 億円の発行額で推移していまし

たが、2010年度から 2015年度までの発行額は各年度 500億円未満で推移し、2018年度が

600億円余りという状況です。 

 国によって臨時財政対策債の発行を事実上強制され、その割合がかなり大きな比率を占

めるなかで県債の新規発行や残高を減らそうとすれば、必然的に、通常の県債の発行が著し

く抑制されるということです。 

  そのことは、県民生活にも影響を及ぼしているのではないでしょうか。たとえば、県営住

宅の建て替えや河川改修など、長期間にわたり計画的に進めていく建設事業は、県債が財源

に充てられますが、県債の発行を抑制することで、それらの事業を滞らせているのではない

か、と危惧するところです。 

そこで、知事にうかがいます。臨時財政対策債の廃止を国に強く求めるとともに、廃止さ

れるまでの間、県債管理政策においては、臨時財政対策債とその他の県債とを区別した目

標を立てて進めていく考えはないか、中長期の県政運営のなかで、県営住宅の建て替えや

河川改修の促進など、県民生活のために必要な建設事業を進めるために、県債管理政策を

見直す考えはないか、うかがいます。 

  以上です。 

 

黒岩知事：次に、中長期の県政運営における県債管理政策についてです。臨時財政対策債の

廃止については、これまでも全国知事会などを通じて、また本県単独でも国に要請を行って

おり、今後もあらゆる機会をとらえて粘り強く要請を続けていきます。また臨時財政対策債

もその他の県債も借金であることに変わりはなく、後年度の公債費負担が過度に大きくな

らないように管理していく必要があります。したがって県債管理目標については今後も臨

時財政対策債とその他県債を区別せず、一元的に管理する必要があると考えています。また、

事業推進のための県債管理政策の見直しについてですが、道路や河川、県営住宅、教育施設

など県民生活に不可欠な社会資本の整備は税制状況が厳しい中にあっても、必要な事業に

はしっかりと予算措置をし、財源として県債を起債限度額いっぱいまで充当しています。こ

のように、県債管理目標の設定が社会資本整備の進捗を妨げているとは考えていません。し

たがって県債管理政策を見直す必要はないと考えております。答弁は以上です。 

 

 

≪再質問≫ 

藤井議員：もう一つは、中長期の県政運営における県債管理政策についてです。県債管理目

標の持ち方については見直さず、今後も一元的に管理していくとの答弁でした。それでは伺

いますが、県営住宅の建て替えや河川改修などの事業計画について、現在の数倍にもなる積

極的な中長期計画を立てて、それに財源として県債発行が伴い、ある程度の量の県債発行が

見込まれる場合に、県債管理目標との関係で県債発行額が、あるいは見込まれる残高という



点から事業計画にブレーキがかかるということはないのか。確認の意味で伺います。 

以上です。 

 

≪再質問への答弁≫ 

黒岩知事：それから、計画数値がこの数倍にもなるような場合に計画にブレーキをかけてい

くことはないのかと、こういったご質問でありました。計画を、数値が、その数倍にも何倍

にもなるという風なお話がありましたけれども、計画を立てる場合にはその事業の規模が

適正か否かしっかりと精査しておりますので、そのようなことはない、という風に考えてお

ります。   

答弁は以上です。 

 

≪要望≫ 

藤井議員：中長期の県政運営における県債管理政策についてですが、財政の健全化判断比率

の一つである「実質公債費比率」においては、算出基礎の数値に臨時財政対策債の分は含め

ておりません。これは、実質的な借金の負担をあらわすには、そうすることが適切だという

ことです。それならば、県債残高や県債発行額の抑制目標についても、同様に臨時財政対策

債の分は数値から除外するのが筋ではないかと考えます。以上です。 

  

【２】 県民本位の県政にむけた諸課題 

（１）特別支援学校における課題について 

（ア）児童生徒の増加への対応について 

藤井議員：第二の質問は、県民本位の県政にむけた諸課題についてです。 

はじめに、特別支援学校における課題について、４点、うかがいます。  

まず、児童生徒の増加への対応についてです。 

【資料６掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 県内のある特別支援学校では、開校当初は肢体不自由児の教室は１階に配置されていま

したが、子どもの数が増えて２階にも配置せざるを得ない状況になり、それにともなってト

イレにユニバーサルシートを設置する改修が行われていますが、災害時の避難など、スロー

プがない学校は教職員が児童生徒をおぶって下におりるしかないなど、心配です。別の学校

でも、部屋が足りなくなって「児童生徒の気持ちを落ち着かせるためのクールダウンの部屋

をクラスの教室に充てている。」などの実態もあると聞いています。 

そこで教育長にうかがいます。児童生徒の増加により教室が不足する事態にどのように

対応しているのでしょうか。そして、当初の想定を超えて肢体不自由児が２階の教室を使

わざるを得ない状況が生じていることについて、どう考えているか、うかがいます。抜本的

解決のためには、特別支援学校を増設する計画を策定し着実に実施していくことが重要で

あると考えますが、見解をうかがいます。 

 

桐谷教育長：教育関係についてお答えします。まず、児童生徒の増加への対応についてです。

県立特別支援学校に入学する児童生徒が増加し、普通教室が不足した場合は多目的室等の

特別教室を普通教室へ転用して対応しています。また、今年度相模原中央支援学校で在籍生

徒数の増加に対応して新たに 2 階の教室を肢体不自由、教育部門の高等部で使用していま

す。当該校は他の肢体不自由教育部門を設置している学校と同様に大型エレベーターを設

けており、トイレなどの施設もバリアフリー化しています。現時点で学習活動に支障が生じ

ていないと受け止めていますが、今後とも生徒数の増減に対応した施設の利用や改修など

の必要な措置を講じていきたいと考えています。今後の特別支援学校の整備については、こ

の 8 月に設置しました神奈川県の特別支援教育の在り方に関する検討会の場において検討

してまいります。 

 

（イ）医療的ケアを必要とする児童生徒への看護師配置について 

藤井議員：次に、医療的ケアを必要とする児童生徒への看護師配置についてです。 

  医療的ケアを必要とする児童生徒の数が増えており、必要とされた看護師の配置も追い

つかない状況があると聞いています。たとえば校外学習に看護師が行けない場合に、保護者

に医療的ケアは要請するが、保護者が都合がつかず同行できない場合には、その児童生徒は

校外学習に参加できないことになってしまうのです。 

そこで教育長にうかがいます。医療的ケアを必要とする児童生徒の数やケア件数はどの

ように増えているか、そして看護師はどのような目安で配置されていて、その目安に照ら

して十分なのか、また教員定数を使わないかたちでの看護師配置が望ましいと考えますが、

その点、どう考え、どう取り組んでいくのか、うかがいます。 

 

桐谷教育長：次に医療的ケアを必要とする児童生徒への看護師配置についてです。平成 30

年度に県立特別支援学校において医療的ケアが必要な児童生徒は 237 人在籍しており、医

療的ケアを開始した平成 15 年度の 51 人から大幅に増加しています。また、医療的ケアの



延べ件数も 60件から 688件に増加しています。次に看護師の配置についてですが、各学校

の医療的ケアを必要とする児童生徒数やケア数、重症度を数値化しこれを目安として看護

師の数を決定しています。また、現時点においては対象児童生徒数の増加や医療的ケアの高

度化等に対応し、看護師の拡充を検討することが必要と考えています。なお常勤の看護師の

学校への配置については学校教育法等の法令に規定がないことから、看護師に特別免許証

を授与し、教員として配置しています。この点については国に対して、看護師の配置基準を

設けるよう要望しております。 

 

（ウ）医療的ケアを必要とする児童生徒の校外学習への保護者同行について 

藤井議員：次に、医療的ケアを必要とする児童生徒の校外学習への保護者同行についてです。 

  ある学校では校外学習に看護師が確保できず、保護者が学校の要請を受けて食事時の医

療的ケアのために校外学習に同行する場合に、学校として児童生徒が乗車するバスへの保

護者の同乗について「学校の授業は保護者が一緒にいることを想定していない」との理由で

拒否をしているということを聞きました。保護者は、自分の車か公共交通機関で現地に行く

ことを求められるそうです。しかし学校から保護者に協力を要請しているのですから、この

対応は、改めるべきと考えます。 

そこで教育長にうかがいます。校外学習に看護師が確保できず、学校の要請により保護

者が食事時の医療的ケアのために校外学習に同行する場合に、保護者の移動手段・方法に

ついて教育委員会としてはどのように考えているのか、うかがいます。 

 

桐谷教育長：次に医療的ケアを必要とする児童生徒の校外学習への保護者同行についてで

す。県立の特別支援学校では、医療的ケアの必要な児童生徒が校外学習や遠足等に参加する

場合は、原則として看護師が同行し対応を行っています。また、校外学習等を実施する際、

その時の校内事情により看護師が同行できない場合には、特別支援教育課に配置している

看護師を学校に派遣しています。しかし各学校での実施時期が重なりこうした看護師の派

遣ができない場合には、保護者が同行し対象児童生徒の医療的ケアを行っていただくよう

依頼しています。そうした際には保護者のご意向もありますが、スクールバスに同乗してい

ただくのが基本と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（エ）防災用非常食の備蓄について 

藤井議員：次に、防災用非常食の備蓄についてです。 

【資料７掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療的ケアを必要とする児童生徒は、食事にも様々な配慮が必要となります。学校では、

災害時に備えて３日分の食料を防災食として備蓄するというなかで、食事に配慮が必要な

子どもの分は、保護者に提供を求めているということです。しかし、賞味期限の確認のため

に大きなポリボックスいっぱいの荷物を学期の初めと終わりに持ち運ぶなど、労力という

点でも、また経済的にも、その負担はなかなか大変なものです。「おかゆなどの主食や水く

らい学校で用意してくれないのか」との声が寄せられています。 

そこで教育長にうかがいます。食事に配慮が必要な児童生徒のための防災用非常食の備

蓄について、できるかぎり学校で確保し、保護者負担の軽減をはかるべきと考えますが、教

育委員会の見解をうかがいます。 

 

桐谷教育長：次に防災用非常食の備蓄についてです。県立の特別支援学校においては、発災

時に避難所に移動できない児童生徒もいることから、学校内で安全に過ごすことができる

よう三日間で 9 食分の備蓄食料及び飲料水を用意しています。そうした中、たとえば嚥下

障害等から乾パン等の固形物の摂取が困難であるといった児童生徒については、水分を多

く含むレトルト流動食やベビーフード等を常備するなど、障害の状態に応じ各学校におい

て対応しています。なお、これらの備蓄食料のほかに医療的ケアを必要とする児童生徒が医

師から指示された栄養剤や医薬品等を摂取している場合には、体調管理などの点からこれ

らを学校へお持ちいただくよう保護者にお願いしています。また、たとえばチョコレートな



どの嗜好品も同様に保護者から学校がお預かりしている場合もあります。今後とも保護者

のご理解ご協力をいただきながら県立特別支援学校の児童生徒の障害の状態に配慮して食

料の備蓄に努めてまいります。 

以上でございます。 

 

≪再質問≫ 

藤井議員：ご答弁を受けまして教育長に再質問をいたします。特別支援学校における課題の

防災用非常食の備蓄についてですが、普段給食でなく個々に食事を用意している児童生徒

の防災用非常食の備蓄については、おかゆなどの主食や水など共通性のあるものは学校で

用意し、保護者の負担で用意する必要はない、という理解で良いか、確認したいことが 1点。

そして、もしそうであるなら、そのことは保護者に周知されているのか、確認したいことが

2点目です。 

以上です。 

 

≪再質問への答弁≫ 

桐谷教育長：藤井議員の再質問にお答えをいたします。障がいの状態により給食を食べない

児童生徒の分についても飲料水やおかゆなどの一般的な主食、これにつきましては各学校

で用意をしております。それから、こうした点につきましては各学校において入学時の説明

会あるいは PTAの会議の場、そうした場を通しまして保護者にお伝えをしております。今

後ともこうしたご説明等につきましては丁寧に対応してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

 

≪要望≫ 

藤井議員：特別支援学校における課題について、医療的ケアを必要とする児童生徒校外学習

への保護者同行や、防災用非常食の備蓄については、答弁で示されました教育委員会の見解

と異なる対応が学校現場であったならば、是正されるように適切に対応していただきたく

お願いします。 

以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）私立高等学校等生徒学費補助金の拡充について 

藤井議員：次に、私立高等学校等生徒学費補助金の拡充について、うかがいます。 

 【資料８掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度から、私立高等学校等生徒学費補助金が拡充されました。国の就学支援金と合わせて

神奈川県内私学の平均授業料 43 万 2000 円をカバーできる金額を補助する、つまり実質無

償化する対象が、年収 250万円未満世帯から年収 590万円未満世帯へと拡充されました。 

 しかし、県外の私立高校に通う生徒はこの学費補助金は対象から外されてきたという状

況については、変わりませんでした。 

 学費補助の制度趣旨は、教育の機会均等、教育費の負担軽減、県民が高校生活をつうじて

学び成長することを支援する、ということではないでしょうか。県民税を神奈川県に納めて

いる県民にとって、子どもが通う学校が県内か県外かによって、補助の有る無しが分かれる

というのは、不公平との思いを抱くことは当然だと思います。 

  今回の県の補助制度拡充は、国に先駆けた取り組みと言われています。国は 2020年度ま

でに、「高等学校等就学支援金」を拡充し年収 590万円未満世帯を実質無償化するとしてい

ます。ただ、国の実質無償化は、全国の平均授業料 39万円にたいしてであるので、県の補

助制度の対象外とされている神奈川県民の高校生には、年収 590万円未満世帯でも 39万円

までの補助にとどまり、神奈川県内私学の平均授業料 43 万 2000 円との比較では、４万

2000円の自己負担が残ることになります。そのほか、年収 750万円未満世帯への学費補助

７万 4400 円、入学金補助 10 万円が、県外の私立高校に通う生徒には支給されていない補



助金となります。 

 一方で、国が「高等学校等就学支援金」をそのように拡充すると、その分、県の財源が約

25 億円浮くことになると想定されています。その分を財源に、県外の私立高校に通う生徒

に補助対象を拡大することは考えられないのでしょうか。 

 知事はこの間、議会での質問にたいして、「県外私立高校通学者に対する支援については、

将来の研究課題」と答弁してきました。 

そこで知事にうかがいます。県の学費補助金の補助対象を県外の私立高校に通う生徒に

拡大することについて、2019 年度におこなう考えはないか、そして近い将来である 2020

年度に、国が「高等学校等就学支援金」を年収 590 万円未満世帯までに拡充した時におこ

なう考えはないか、またそのために必要な予算額はどれくらいと試算できるか、うかがい

ます。 

 

黒岩知事：県民本位の県政にむけた諸課題について何点かお尋ねがありました。まず私立高

等学校等生徒学費補助金の拡充についてです。県では今年度国に先駆けて県内の私立高校

等に通う生徒を対象に学費補助金を充実し、年収約 590 万円未満の世帯について授業料の

実質無償化を実現しました。県外通学者への補助については、まずは神奈川の子どもたちが

神奈川で学べてよかったと思える環境づくりと、県内私学の振興に努めることが基本と考

えていますが、国の就学支援金の拡充や他自治体の動向を見ながら将来の検討課題に、研究

課題にしたいと考えています。また補助対象を県外通学者に拡大した場合に必要となる県

の財政負担額については、補助対象者を約 8000 人と仮定した現行制度での試算額は約 18

億円ですが、国が就学支援金を拡充し実質無償化した場合は約 7億円となります。 

 

（３）差額ベッド料について 

藤井議員：次に、差額ベッド料についてうかがいます。 

  市立病院がない相模原市では、「差額ベッドの部屋しか空いていない」と病院から言われ

て１日あたり数万円もの差額ベッド料の支払いに同意しなければ入院治療を受けられない

事態がひんぱんに生じていました。 

 入院治療が必要だが保険内の負担ですむ大部屋がいっぱいで入れず、患者が希望してい

ないのに差額ベッドの部屋に入らざるを得ない場合に、医療機関が差額ベッド料を請求で

きるかどうかについては、従来、グレーゾーンとなっていて、医療機関によって対応が分か

れていました。このような場合に差額ベッド料を請求されるのは、患者が希望していないの

だからおかしい、と私たちは抗議し改善を求めてきたところです。 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうしたなかで厚生労働省はこの３月、2018年度の診療報酬改定のなかで、「大部屋がいっ

ぱい」という理由で差額ベッド料を請求できないことを初めて明確化しました。これを受け

て県としても、医療機関にその内容を説明したと聞いています。 

  しかし、この４月以降も、大部屋がいっぱいだから、ということで患者が希望したわけで

はないのに差額ベッド料を支払わされた、という声が少なからず寄せられています。県の医

療相談窓口にも、そのような相談が４月以降に寄せられていることが確認されています。 

そこで知事にうかがいます。差額ベッド料に関する厚生労働省の明確な新見解が出され

たにもかかわらず、「自分が希望しないのに差額ベッド料を請求された、支払わされてしま

った」という相談が後を絶たない状況についてどう考えているか、うかがいます。そして患

者が希望していないのに差額ベッド料の支払いを強いられる状況をなくしていくために、

県としてさらなる積極的な取り組みを求めたいのですが、見解をうかがいます。  

  以上です。 

 

黒岩知事：次に、差額ベッド料についてです。今年 3月の国の通知により差額ベッド代を求

めてはならない事例として、差額ベッド以外の病床が満床のため差額ベッドに入院させた

場合、これが明記されました。これを受け、県では速やかに保健医療機関に説明を行うとと

もに、県の HPにその内容を掲載いたしました。県の医療安全相談センターに寄せられた差

額ベッドに関する今年度の相談は 4 月に 2 件、5 月に 2 件ありましたが、その後はありま

せんので周知も徐々に浸透してきているものと考えております。差額ベッド代は保健医療

【資料９掲示】 



機関が厚生省の定める要件を満たす病床について徴収するものであり、不適切な運用を行

っている保健医療機関への対応は指定・取り消しの権限を持つ国が行っております。県とし

ては、県民の皆様に制度を正しく理解していただけるよう引き続き周知を図るとともに、ご

相談があった場合には丁寧に助言を行ってまいります。 

私からの答弁は以上です。 

 

【３】「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」に税金を財源として

一地方自治体が取り組む妥当性 

藤井議員：第三の質問は、「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」に税金を財源として一

地方自治体が取り組む妥当性についてです。 

 知事は、「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」を重点政策として掲げ、『未病の改善』

と『最先端医療・最新技術の追求』という 2つのアプローチを融合することにより、健康寿

命日本一と新たな市場・産業の創出を目指す、として様々な事業を展開しています。 

 【資料 10掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度にこの事業を本格的に取り組み始めて、2018年度までに、５年間で約 87億円の

事業費が投入されています。このほか人件費が、わかっているだけでも、2016年度と 2017

年度の２年間で約 10億円かかっています。 

  事業の内容から見ても、まさに歯止めなく膨張している印象を受けます。 

  「人材育成」ということで、国際的医療人材の担当職を置いたりしてきましたが、ついに、

「社会システムの革新に向けて、必要となる技術を開発し、担い手となる人材を育成するた

め」として、県立保健福祉大学に『ヘルスイノベーションスクール』という、大学院研究科

までつくることになってしまいました。2017年度に約 8000万円、2018年度には５億 5000

万円がそのために予算措置されました。「ここまでやるのか！」と驚くばかりです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、学校教育の分野にも入り込み始めています。県は、「ライフステージに応じた未病

対策」と称して、2016 年度に県内全ての小学校５年生に『子どもの未病対策 かなかなか

ぞく かなかな練習帳』を配布しました。 

【資料 12掲示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして 2017年度には県立高校の教員に『健康・未病学習教材（高校生用副教材）－試作版

－』を作成・配布して、2018年度に授業で活用してもらい、2018年度末に確定版を発行・

配布するとしています。子どもたちに“未病”の概念を押しつけて良いのか？！そのために

学校教育に入り込んで良いのか？多忙化の解消が課題とされている教育現場に余計な負担

をかけることにならないのでしょうか。 

 そもそも、“未病”という、医師のなかにも異論があるような特殊な概念をあえて使い、

普及しようとすることは、余分な経費と労力を費やすだけではないでしょうか。 

 

 

 

  【資料 11掲示】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康と病気を連続的に捉える」とか、「健康→未病→病気」をグラデーションの図で表し

たり、未病キャラクターを使った宣伝などしなくても、健康維持、健康増進、保健予防、介

護予防などこれまで一般に使われてきた言葉で、「病気にならないよう、日頃から取り組も

う」などの言い方で、健康長寿への県民の取り組みを促すことは十分にできるし、またその

方が単純明快でわかりやすいと考えます。現場の職員からは、「余計な仕事が増えた」「“未

病を治す”の『のぼり』を“未病の改善”の『のぼり』に変えるのもわずらわしかった」と

の職員の声も届いています。また市町村からも「わかりにくい」など戸惑いの声が聞こえて

きます。 

 『最先端医療・最新技術の追求』については、そうした研究を公的に支えることを否定す

るものではありません。国や研究機関、厚生労働省の外郭団体が取り組むというなら理解で

きます。しかし、その成果は神奈川県民に限らずに広く全国民に及ぶという点からも、一地

方自治体の行政が取り組むべき課題としては必要性や優先性が高いとは思えません。 

  「新たな市場・産業の創出を目指す」ことについても、それが最先端医療であれ未病産業

であれ、自治体行政の“身の丈”を超えていると思います。 

   「国際展開」も政策の柱に掲げ、海外の大学などと連携・協力に関する覚書（ＭＯＵ）

を締結したことや、覚書締結先と連携した国際シンポジウム、セミナーなどを開催したこと

を取り組みの成果として挙げていますが、県民の願いからかなりかけ離れた印象を受けま

す。 

  健康寿命の延伸、健康長寿を目指すことを否定する人はいないと思います。しかし、その

ために行政が何よりもおこなうべきは、格差を生まないように、公共責任を果たすことであ

ると考えます。たとえば子どもの貧困、治療していない歯が 10本以上もあるなど、噛むこ

とが困難な口腔崩壊をおこしている子どもたち、「心身の発達に必要な生活習慣や食事の提

供がされていない」子どもたちへの対応、などです。 
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それに対して『ヘルスケア・ニューフロンティア政策』は、「個人の未病状態の改善・維

持に取り組むための行動の選択権と決定権は、受益者であり負担者でもある自己に帰属す

るという考えを基本」とするとしています。自己責任を強調し、未病産業をおこして「未病

改善のための商品やサービスの利用拡大」を目指すということでは、経済力によって健康格

差が生じてしまいます。企業が取り組むならともかく、税金を財源とする自治体行政が一義

的に取り組むことではないと考えます。 

そこで知事にうかがいます。『ヘルスケア・ニューフロンティア政策』は、一地方自治体

が取り組むものとしては、“身の丈”を超えたものであり、必要性や優先性という点では著

しく低いのではないか、また県民の健康維持・増進に関して自己責任を強調し、お金のかか

る商品やサービスの利用拡大を目指すというのは、税金を財源として健康格差の解消に取

り組むべき行政の力の入れどころとしては違うのではないか、と考えますが、見解をうか

がいます。 

  以上です。 

  

黒岩知事：ヘルスケア・ニューフロンティア政策についてお尋ねがありました。超高齢社会

が進展し、人生 100 歳時代が現実のものとなる中で、本県は全国屈指のスピードで高齢化

が進む加齢先進県となっております。また本県には技術力のある企業や人材が多く集積し 3

つの特区が活用できるなど研究開発を行う全国トップクラスの環境が整っております。こ

うした条件を備えた神奈川において超高齢社会を乗り越えるモデルを示していくヘルスケ

ア・ニューフロンティア政策は、必要性・優先性共に非常に高く神奈川にふさわしい政策で

あると認識しております。また持続可能な社会を維持していくうえで、従来の健康と病気か

という二分論ではなく健康と病気を連続的に捉え個人の主体的な行動変容を促す、未病コ

  【資料 14掲示】 



ンセプトが重要となります。ヘルスケア・ニューフロンティア政策は未病コンセプトに基づ

き、県民の主体的な気付きによる行動変容を促し、そのための新たな産業を創出するもので

す。結果として県民の皆様の生活の質を高めると同時に、社会的なコストを抑え経済のエン

ジンを回すものでもあり、まさに行政の力の入れどころとして最も適切な取り組みである

と考えております。答弁は以上です。 

 

≪要望≫ 

藤井議員：予想通り、答弁は完全なすれ違いでありました。知事は今のご答弁の中でも未病

コンセプトの重要性ということを言われました。このことは私どもこれまでも質問で取り

上げてきたわけですが、その際に知事はしばしば答弁で「国においても、昨年 2月に閣議決

定された健康医療戦略に新たに未病の考え方の重要性を明記するなど、同じ方向を目指し

てい」るというふうにお答えになっております。国も一緒なんだと言っておられます。 

 しかし、その４ヶ月後の 2017年 6月に国は「未来投資戦略 2017―Society 5.0 の実現に

向けた改革―」というものを閣議決定し、その中で「健康寿命の延伸」を掲げています。こ

の中で「健康管理と病気・介護予防、自立支援に軸足を置いた、「新しい健康・医療・介護

システム」を構築することにより、健康寿命を更に延伸し、世界に先駆けて生涯現役社会を

実現させる。」と書いています。この内容の是非はともかくとしまして、この国がですね、

「未病」という概念を自分の戦略方針には使わないで、「健康管理と病気・介護予防」とい

う普通の言葉を使って「健康寿命の延伸」に取り組むとしています。これが普通だと思いま

す。改めて“未病”概念にこだわって予算や人材、労力を費やすことはやめるべきだという

ことを申し上げたいと思います。そしてあの答弁で神奈川が超高齢化社会を乗り越えてい

くモデルを作るんだと言われました。このヘルスケア・ニューフロンティア政策においては、

以前から「少子高齢化が進展し現行の社会システムを継続させることは困難になっている」

「超高齢社会を乗り越えていくために」「持続可能な新しい社会システムを創造していく」

という風に説明されてきたわけですけれども、「次世代社会システム」とか「次世代ヘルス

ケア社会システム」という用語も使われるようになってきています。「社会システム」と言

うのでどういうものかと思いましたら、県が出した方針書によるとこれまでの取り組みの

成果として挙げられているのが、『健康行動にインセンティブを与える保険商品などの広が

り』であったりします。保険商品が「新しい社会システム」の一例とは驚きでした。 

 県の『ヘルスケア・ニューフロンティア政策』関係部門の一部の人たちだけで「次世代社

会システム」というようなものを勝手に作り上げて、県民に押し付けていく、そのことがは

らんでいる問題の大きさ、恐ろしさを感じております。 

 自治体行政らしからぬことが知事の肝いりで行われています。 

そういうことはやめて、その分の予算と人材を、他の喫緊の施策に回すべきだと重ねて意

見を申し上げまして質問を終わります。 

  

 


